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宇部市住宅・建築物耐震化促進事業費補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、既存住宅・建築物の地震に対する安全性の向上を図り、地震に

強いまちづくりを進めること及び土砂災害に対し既存不適格建築物の安全を確保す

ることを目的として、市内に存する住宅・建築物の耐震化促進事業を実施する者に

対し、予算の範囲内でその費用の一部について交付する宇部市住宅・建築物耐震化

促進事業費補助金（以下「補助金」という。）に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。ただし、第１号から第４号に規定するものについては、国、地方公共団

体、その他公の機関が所有するものを除く。 

（１）木造住宅  

昭和５６年５月３１日以前に着工された一戸建ての木造住宅（在来軸組工法、

枠組壁工法及び伝統工法によるもので、階数が３以下に限る。）をいい、併用

住宅（住宅部分の床面積が２分の１以上のものに限る。）を含む。 

（２）共同住宅  

昭和５６年５月３１日以前に着工された共同住宅のうち、延べ床面積が１，

０００㎡以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として３階以上のものを

いい、店舗等の用途を兼ねる共同住宅（店舗等の用途に供する部分の面積が

延べ面積の２分の１未満のものに限る。）を含む。 

（３）建築物  

昭和５６年５月３１日以前に着工された建築物の耐震改修の促進に関する法

律（平成７年法律第１２３号。以下「耐震改修促進法」という。）第１４条第

１号に掲げる建築物のうち、別表第１に掲げる建築物をいう。（次号に掲げる

建築物を除く。） 

（４）要緊急安全確認大規模建築物 

耐震改修促進法附則第３条第１項第１号及び第２号に規定する建築物をいう。 

（５）建築士  

建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条に規定する一級建築士、二級
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建築士又は木造建築士の資格を有する者をいう。 

（６）建築士事務所  

建築士法第２３条に規定する一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造

建築士事務所をいう。 

（７）耐震判定委員会 

既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会が耐震判定委員会

設置要録要綱に基づき登録した耐震判定委員会をいう。 

（８）補強設計 

耐震診断に基づく建築物の耐震改修を実施するために必要な図書の作成（建

替えを行う場合に必要な図書の作成を含む。）をいう。 

（９）共同住宅耐震診断補助事業 

共同住宅の耐震診断を実施する事業をいう。 

（10）建築物耐震診断補助事業 

建築物の耐震診断を実施する事業をいう。 

（11）木造住宅耐震改修補助事業 

木造住宅の耐震性向上を目的とした耐震改修設計、工事監理及び耐震改修工

事を実施する事業をいう。 

（12）木造住宅除却補助事業 

   倒壊する可能性があると診断された木造住宅の除却事業をいう。 

（13）要緊急安全確認大規模建築物補強設計事業 

要緊急安全確認大規模建築物について、耐震診断に基づく建築物の耐震改修

を実施するために必要な図書の作成（建替えを行う場合に必要な図書の作成

を含む。）をいう。 

（14）要緊急安全確認大規模建築物耐震改修事業 

要緊急安全確認大規模建築物について、耐震改修工事を実施する事業をいう。 

（15）土砂災害特別警戒区域 

    土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１

２年法律第５７号）第９条第１項に規定する土砂災害特別警戒区域をいう。 

（16）土砂災害対策改修事業 

    土砂災害特別警戒区域内の土砂災害に対する構造耐力上の安全性に有してい

ない建築物を建築基準法令（昭和２５年政令第３３８号）第８０条の３の規

定に適合させる改修事業をいう。 
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（17）居住誘導区域 

   宇部市立地適正化計画に定める居住を誘導すべき区域をいう。 

（補助対象事業の要件） 

第３条 補助金の交付対象事業は、次に掲げるものとする。ただし、国、山口県又は

宇部市が行う他の補助金、資金貸付、利子補給金等を受けているものについては、

補助金の交付対象事業とはしないものとする。 

（１）共同住宅耐震診断補助事業 

ア 一級建築士事務所に所属する一級建築士が実施する耐震診断であること。 

イ 「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的方針」（平成１８

年１月２５日国土交通省告示１８４号。以下「基本的な方針」という。）に基づ

く耐震診断であること。 

（２）建築物耐震診断補助事業 

ア 一級建築士事務所に所属する一級建築士が実施する耐震診断であること。 

イ 「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的方針」（平成１８

年１月２５日国土交通省告示１８４号。以下「基本的な方針」という。）に基づ

く耐震診断であること。 

（３）木造住宅耐震改修補助事業 

ア （一財）日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定め

る一般診断法又は精密診断法（時刻暦応答計算による方法を除く。）に基づく耐

震診断プログラムを使用した電子計算機での計算結果により上部構造評点が１．

０未満とされた木造住宅を１．０以上とする耐震改修事業であること。 

イ 建築士事務所に所属する建築士の作成した補強計画に基づいた耐震改修事業

であること。 

ウ 市内に本店、支店又は営業所を有する施工業者（以下「施工業者」という。）

を利用して施工する工事であること。 

エ 土砂災害特別警戒区域内の住宅については、土砂災害対策改修事業を併せて

実施するもの又は実施したものに限る。 

（４）木造住宅除却補助事業 

  ア （一財）日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定め

る一般診断法又は精密診断法（時刻暦応答計算による方法を除く。）に基づく耐

震診断プログラムを使用した電子計算機での計算結果により上部構造評点が１．

０未満とされた木造住宅を全て除却する事業であること。 
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イ 自ら居住する木造住宅を除却し、居住誘導区域内に住み替えること。 

ウ 市内に本店、支店又は営業所を有する解体業者（以下「解体業者」という。）

を利用して解体する工事であること。 

（５）要緊急安全確認大規模建築物補強設計事業 

ア 一級建築士事務所に所属する一級建築士が実施する補強設計であること。 

イ 補強設計（建替えを行う場合に必要な図書の作成を除く。）については、耐震

判定委員会等の第三者機関の判定を受けたものであること。 

（６）要緊急安全確認大規模建築物耐震改修事業 

ア 基本的な方針に基づく耐震診断の結果、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、

又は崩壊する危険性があると評価された建築物であること。 

イ 耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となること。 

ウ 補強設計が耐震判定委員会等の第三者機関の判定を受けたものであること。 

エ アの耐震診断及びウの補強計画の策定は、一級建築士事務所に所属する一級

建築士が実施したものであること。 

オ アの耐震診断は、省令第５条第１項に規定する建築士が実施したものである

こと。 

（７）土砂災害対策改修事業 

ア 土砂災害特別警戒区域内の建築物であること。 

イ 建築基準法施行令第８０条の３の規定について既存不適格であること。 

ウ 建築基準法施行令第８０条の３の規定に適合させる改修工事であること。 

エ 建築士事務所に所属する建築士により構造設計及び工事監理が行われた土砂

災害対策改修であること。 

（補助対象事業者の要件） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、前条の事業を行う建築物の所有者とし、

市税を滞納していない者に限る。ただし、特段の事由により所有者が実施できない

場合で、市長が特に認めた場合はこの限りではない。 

２ 補助対象者が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という）第２条第６号に規定する暴力団

員をいう。）でない者、又は暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団

をいう。）及び暴力団員と密接な関係を有しない者であること。 

（補助金の交付額等） 

第５条 補助金の交付額は、次に定めるとおりとする。 

（１）共同住宅耐震診断補助事業 
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ア 事業に要する費用は、一棟当り１，５００，０００円（消費税を除く。）を限

度とする。 

イ 補助金の交付額は、事業に要する費用の３分の２以内とする。 

（２）建築物耐震診断補助事業 

ア 事業に要する費用は、一棟当り１，５００，０００円（消費税を除く。）を限

度とする。 

イ 補助金の交付額は、事業に要する費用の３分の２以内とする。 

（３）木造住宅耐震改修補助事業     

ア 補助対象額は耐震改修工事に要する経費（耐震改修設計及び工事監理に要す

る経費を含む。）の額から消費税を除いた額とする。 

イ 補助金の額は、補助対象額の５分の４以内、かつ１,１５０，０００円／棟を

限度とする。 

（４）木造住宅除却補助事業     

ア 補助対象額は除却工事に要する経費の額から消費税を除いた額とし、２７，

０００円／㎡を限度とする。 

イ 補助金の額は、除却工事補助対象額又は当該除却工事に代えて耐震改修工事

を行う場合の当該耐震改修工事に要する経費の相当額のいずれか低い方の額に

２３％を乗じて得た額以内、かつ５００，０００円／棟を限度とする。 

（５）要緊急安全確認大規模建築物補強設計事業 

ア 補助対象額は補強設計に要する経費の額から消費税を除いた額で、かつ述べ

面積１，０００㎡以内の部分は３，１１０円／㎡以内、延べ面積１，０００㎡を

超えて２，０００㎡以内の部分は１，３３０円／㎡以内、延べ面積２，０００㎡

を越える部分は８９０円／㎡以内を限度とする。 

イ 補助金の額は、補助対象額の２／３以内、かつ、国の交付金率に県の補助率

の２倍の率を加えた率以内を限度とする。 

（６）要緊急安全確認大規模建築物耐震改修事業 

ア 補助対象額は耐震改修工事に要する経費の額から消費税を除いた額とし、か

つ５１，２００円／㎡（耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が０．３未満相

当である場合は５６，３００円／㎡）を限度とする。 

イ 補助金の額は、補助対象額に次式により算出した補助率を乗じた額以内とし、

１，０００円未満の端数は切り捨てるものとする。 

  補助率＝２３％＋１３１/６００×１００％ 

（７）土砂災害対策改修事業 
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ア 補助対象額は土砂災害対策改修工事に要する経費の額から消費税を除いた額

とし、かつ３，３６０，０００円／棟を限度とする。 

イ 補助金の額は、補助対象額の２３％以内を限度とする。 

（事前相談） 

第６条 第３条（７）に掲げる事業の補助金の交付の申請をしようとする者は、当該

申請を行おうとする前年度の９月末日までに事前相談を行わなければならない。 

２ 前項の事前相談の際は、宇部市土砂災害特別警戒区域等内における既存建築物の

土砂災害対策改修補助金事前相談書（様式第１－１号）及び事業予定書（様式第１

－２号）を提出しなければならない。 

３ 相談書の提出があったときは、事業予定内容が補助対象事業として適当かどうか

確認し、適当であると認めるときは、その旨を相談者に宇部市土砂災害特別警戒区

域等内における既存建築物の土砂災害対策改修補助金事前確認書（様式第１－３号。

以下「確認書」という。）により通知するものとする。この場合において、次条に

規定する補助金の交付申請時において必要となる書類その他必要な事項があると

認めるときは、確認書に条件を付することができる。 

４ 確認書は、補助金の交付を相談者に対して決定したものでない。 

（交付の申請等） 

第６条の２ 第３条に掲げる事業の補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事

業に着手する前に、補助金交付申請書（様式第２－１号、２－２号、２－３号、２

－４号又は２－５号）及び事業実施計画書（様式第３－１号、３－２号、３－３号、

３－４、３－６号又は３－５号）を市長に提出しなければならない。第１４条の規

定による全体設計承認を受けた事業（以下「全体設計承認事業」）については、当該

年度に係る補助金交付申請書及び事業実施計画書を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、審査のうえ、適当と認めるときは、補助金

の交付の決定（以下「交付決定」という。）をし、補助金交付決定通知書（様式第４

号）により前項の申請者（以下「補助対象事業者」という。）に通知するものとする。 

３ 補助対象事業者は、前条第１項第３号及び同第４号の補助金に限り、その受領を

耐震改修又は除却工事を行った業者に委任することができる。この場合、補助対象

事業者は、補助金交付申請書に受領委任予定届出書（様式第１７号）を添付しなけ

ればならない。 

（事業の着手） 

第７条 補助対象事業の着手は、交付決定後に行わなければならない。 
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（事業の内容の変更） 

第８条 補助対象事業者は、交付決定を受けた後、補助対象事業の内容を変更しよう

とするときは、事業変更申請書（様式第５号）を市長に申請しなければならない。 

（補助金の交付額の変更の通知） 

第９条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、審査のうえ、交付決定額を変

更する必要があると認めるときは、補助金交付変更通知書（様式第６号）により、

補助対象事業者に通知するものとする。 

（事業の中止） 

第 10 条 補助対象事業者は、交付決定を受けた後、補助対象事業を中止しようとす

るときは、事業中止届（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

（事業の完了報告等） 

第 11 条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、完了の日から起算し

て３０日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった年度の３月１０日（当該日

が土日祝日の場合は、その直前の平日）のいずれか早い日までに、事業完了報告書

（様式第８号）、土砂災害対策改修事業については、土砂災害対策改修事業完了報告

書（様式９号）、木造住宅除却補助事業については、木造住宅除却補助事業完了報告

書（様式１６号）を市長に提出しなければならない。全体設計承認事業については、

当該年度に係る事業完了報告書を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の報告があったときは、審査のうえ、適当と認めるときは、補助金

の交付額を確定し、補助金確定通知書（様式第１０号）により補助対象事業者に通

知するものとする。 

（補助金の請求等） 

第 12 条 補助金額の確定を受けた補助対象事業者は、速やかに補助金交付請求書（様

式第１１号）を市長に提出するものとする。全体設計承認事業については、当該年

度に係る補助金交付請求書を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の補助金交付請求に基づき、補助金を交付するものとする。 

３ 補助対象事業者は、第１項の規定による補助金（第５条第１項第３号及び同第４

号に係るものに限る。）の交付請求をするにあたり、その補助金の受領を耐震改修

又は除却工事を行った業者に委任する場合は、第１項の補助金交付請求書に補助金

の受領に係る委任状（様式第１８号）を添付しなければならない。 

（交付決定の取消し等） 

第 13 条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決

定を取り消すことができる。 
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（１）申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。 

（２）前号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、補助対象事業者に対し

補助金交付決定取消通知書（様式第１２号）により、通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による取消しに関し、既に補助金が交付されているときは、

補助対象事業者に対し補助金返還命令書（様式第１３号）により、補助金の返還を

命ずるものとする。 

（全体計画の承認） 

第 14 条 補助対象事業者は、第２条第１１号の事業について工事が複数年度にわた

る場合には、初年度の補助金交付申請前に当該工事に係る事業費の総額、事業完了

予定時期等について、全体計画の承認申請書（様式第１４号）を市長に提出しなけ

ればならない。当該工事に係る事業費の総額を変更する場合も同様とする。 

２ 市長は、前項の申請書を受理し、審査のうえ適当と認めたときは、当該全体設計

を承認し、全体設計承認通知書（様式第１５号）により補助対象事業者に通知する

ものとする。 

（その他） 

第 15 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定

める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第 1条 この要綱は、平成１９年６月１日から施行する。 

 （有効期間） 

第２条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する日限りで、その効力を失う。 

（１）国または山口県のこの事業に相当する事業が終了した日 

（２）宇部市耐震改修促進計画の効力が失効した日 

 

附 則  

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。 

この要綱は、平成２６年２月７日から施行する。 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
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この要綱は、平成２６年７月１日から施行する。 

この要綱は、平成２７年１１月１日から施行する。 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２８年１１月２８日から施行する。 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和７年５月１日から施行する。 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



 10 

別表第１（第２条関係） 

建築物の用途 建築物の規模 

幼稚園、幼保連携型認定こ

ども園又は保育所 

階数が２以上、かつ、延べ面積が

500㎡以上 

小学校、中学校、義務教育

学校又は、中等教育学校の

前期課程 

階数が２以上、かつ、延べ面積が

1000㎡以上 

高等学校又は中等教育学校

の後期課程 

階数が３以上、かつ、延べ面積が

1000㎡以上 

老人ホーム、老人短期入所

施設、老人福祉センター、

児童厚生施設、身体障害者

福祉センターその他これら

に類するもの 

階数が２以上、かつ、延べ面積が

1000㎡以上 

病院又は診療所 階数が３以上、かつ、延べ面積が

1000㎡以上 

 


